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別紙 

 

道路運送車両の保安基準、装置型式指定規則、 

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について 

 

１．背景 

自動車の安全基準について、国際的な整合性を図り自動車の安全等を確保するため、

我が国は国際連合の「車両等の型式認定相互承認協定」（以下「相互承認協定」という。）

に平成 10 年に加入し、現在、相互承認協定に基づく規則（以下「協定規則」という。）に

ついて段階的に採用を進めているところです。 

今般、協定規則のうち、新たに「水素燃料自動車の安全基準に係る協定規則（第 134

号）」、「フルラップ前面衝突時の乗員保護に係る協定規則（第 137 号）」及び「間接視界

基準に係る協定規則（第 46 号）」を採用することとしました。また、既に日本が採用し

ている「突入防止装置（RUP）に係る協定規則 (第 58 号）」等の改訂が、国連欧州経済委

員会自動車基準調和世界フォーラム（WP29）第 167 回会合において採択されたところで

す。 

これらを受けて、道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号。以下「保安

基準」という。）、装置型式指定規則（平成 10 年運輸省令第 66 号）、道路運送車両法関

係手数料規則（平成 28 年国土交通省令第 17 号）、道路運送車両の保安基準の細目を定

める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号。以下「細目告示」という。）等につい

て、所要の改正を行うこととします。 

 

２．改正概要 

Ⅰ.保安基準等の改正 

（１）高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置等に関する改正（保安基準第 17 条、細目告

示第 20 条、第 98 条、第 176 条関係） 

「水素燃料自動車の安全基準に係る協定規則（第 134 号）」の採用に伴い、以下のとお

り改正します。 

【適用範囲】 

○ 圧縮水素ガスを燃料とする自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及

びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車

を除く。） 

【改正概要】 

○ 圧縮水素ガスを燃料とする自動車に備える燃料配管等に関し「水素燃料自動車の

安全基準に係る協定規則（第 134 号）」の技術的な要件に適合しなければならな

いこととします。 

（従前から適用されている「水素及び燃料電池自動車に関する世界技術規則（第

13 号）」及び「圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置の技術基準（細目告

示別添 100）」」と同等の要件） 

○ 衝突試験後の燃料漏れ要件について、フルラップ前面衝突試験方法を「フルラッ

プ前面衝突時の乗員保護に係る協定規則（第 137 号）」に整合させます。（車両総
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重量 2.8t 以下であって、乗車定員 10 人以下の乗用自動車及び車両総重量 2.8t

以下の貨物自動車に限る。） 

 

【適用時期】                       （※新型車のみ） 

自動車の種別 車両総重量 適用時期 

専ら乗用の用に供する自動車であって乗車

定員 10 人未満のもの 

3.5t 以下 平成 30 年 9 月 1 日 

3.5t 超 平成 35 年 9 月 1 日 

専ら乗用の用に供する自動車であって乗車

定員 10 人未満のもの（輸入自動車に限る。） 

3.5t 以下 平成 32 年 9 月 1 日 

3.5t 超 平成 35 年 9 月 1 日 

専ら乗用の用に供する自動車であって乗車

定員 10 人のもの 

－ 平成 35 年 9 月 1 日 

専ら乗用の用に供する自動車であって乗車

定員 11 人以上のもの 

－ 平成 30 年 9 月 1 日 

貨物の運送の用に供する自動車 2.8t 以下 平成 35 年 9 月 1 日 

貨物の運送の用に供する自動車 2.8t 超 平成 30 年 9 月 1 日 

 

（２）車枠及び車体に関する改正（細目告示第 22 条、第 100 条、第 178 条関係） 

① フルラップ前面衝突時の乗員保護 

「フルラップ前面衝突時の乗員保護に係る協定規則（第 137 号）」の採用に伴い、以

下のとおり改正します。 

【適用範囲】 

○ 定員 10 人以下の乗用自動車及び車両総重量 2.8t 以下の貨物自動車（二輪自動

車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車

を除く。） 

【改正概要】 

○ 高齢乗員の被害状況など近年の交通事故の実態により対応した「フルラップ前

面衝突時の乗員保護に係る協定規則（第 137 号）」の採用に伴い、フルラップ前

面衝突時の乗員保護基準を下記のとおり改正します。 

【主な変更点】 

①助手席には女性ダミーを搭載することとします。  

②新たに頸部の傷害基準を規定します。 

③胸部傷害値を加速度（g）から胸たわみ量（mm）に変更します。 

④運転者の男性ダミーの胸部傷害値は、高齢者に対応した基準値とします。 

 

女性ダミー 

【適用時期】                       （※新型車のみ） 

自動車の種別 車両総重量 適用時期 
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専ら乗用の用に供する自動車であって乗車

定員 10 人未満のもの 

3.5t 以下 平成 30 年 9 月 1 日 

3.5t 超 平成 35 年 9 月 1 日 

専ら乗用の用に供する自動車であって乗車

定員 10 人未満のもの（輸入自動車に限る。） 

3.5t 以下 平成 32 年 9 月 1 日 

3.5t 超 平成 35 年 9 月 1 日 

専ら乗用の用に供する自動車であって乗車

定員 10 人のもの 

－ 平成 35 年 9 月 1 日 

貨物の運送の用に供する自動車 2.8t 以下 平成 35 年 9 月 1 日 

 

② オフセット前面衝突時の乗員保護 

「オフセット前面衝突時の乗員保護に係る協定規則（第 94 号）」の改訂に伴い、以下

のとおり改正します。 

【適用範囲】 

○ 車両総重量が 2.5 トン以下の乗用自動車（乗車定員 10 人以上のもの、二輪自動

車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに

被牽引自動車を除く。） 

○ 車両総重量 2.5 トン以下の貨物自動車 

【改正概要】 

○ 高齢乗員の一層の被害軽減を目的とした「オフセット前面衝突時の乗員保護に

係る協定規則（第 94 号）」の改正に伴い、胸部圧縮の基準値を 50mm 以下から 42mm

以下に強化します。 

【適用時期】 

新型車：平成 30 年 9 月 1 日（貨物自動車にあっては平成 35 年 9 月 1 日） 

 

③ 歩行者脚部保護 

「歩行者保護に係る協定規則（第 127 号）」の改訂に伴い、以下のとおり改正します。 

【適用範囲】 

○ 乗車定員 10 人未満の乗用自動車及び車両総重量 3.5 トン以下の貨物自動車（運

転者席の着席基準点が前車軸中心線から後方に1.1mより後方に位置するものに

限る。） 

【改正概要】 

○ 下記 2 つの範囲のうち広い方を脚部保護試験領域とします。 

 1．バンパーコーナーから 42mm 内側のエリア 

 2．バンパービームの両端から 42mm 内側のエリア 

 

 

 

 

 

 

バンパーコーナーとバンパービーム 

 

バンパーコーナー 

バンパービーム 
（車体の前部を保護する構造体） 
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【適用時期】 

新型車：平成 30 年 1 月 1 日  

 

（３）突入防止装置に関する改正（細目告示第 23 条、第 101 条、第 179 条関係） 

突入事故（もぐりこみ事故）の防止及び被害軽減のための「突入防止装置に関する

協定規則（第 58 号）」の改正に伴い、後部突入防止装置の取付位置及び強度に関する

基準を以下のとおり改正します。 

【適用範囲】 

○ 自動車（※）に備える後部突入防止装置（RUP） 

※ 二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小

型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。 

【改正概要】 

○ 後方からの車両の突入防止性能を強化するため、後部突入防止装置の取付高さ、

車両後端からの位置等を変更します。 

○ 突入防止装置の強度試験を強化します。 

 現行 改正後 

地上からの下縁

高さ 
550mm 以下 

450mm 以下 

又は 

550mm 以下 

（ディパーチャーアングル 8°以下の自動車） 

車両後端からの

距離 
負荷後 400mm 以下 

負荷前 300mm 以下 

又は 

負荷後 400mm 以下 

断面高さ 100mm 以上 120mm 以上 

負荷荷重 
P1 P3：50 ［kN］ 

P2： 100 ［kN］ 

P1 P3：100 ［kN］ 

P2 ： 180 ［kN］ 

車両最外側から

の位置 
車軸最外側から 100mm 以内 ← 

○ ごみ収集車、ミキサー車など、車両構造上、新基準に適合させることが困難であ

ると認める車両については、引き続き、現行の基準を適用することとします。 

 

【適用時期】 

地上からの下縁の高さ 

ディパーチャーアングル 

車軸最外側からの距離 

P1  P2        P2   P1  

P3 

車軸幅 

車両後面からの距離 

断面高さ 
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新型車：平成 31 年 6 月 18 日 

継続生産車：平成 33 年 6 月 18 日 

 

（４）後写鏡等に関する改正 （保安基準第 44 条、第 64 条の 2、細目告示第 68 条、第 146

条、第 224 条、第 251 条、第 267 条、第 283 条関係） 

「間接視界基準に係る協定規則（第 46 号）」の採用に伴い、以下のとおり改正します。 

① 後写鏡 

【適用範囲】 

○ 自動車（※１）に備える後写鏡 

※１ ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車

であって車室を有しないものを除く。 

【改正概要】 

○ 車種区分ごとに定められた後写鏡等により確認できなければならない視界範囲

に関し、これまで保安基準に定められている範囲に加えて「間接視界に関する協

定規則（第 46 号）」に定める範囲を新たに規定します。（※２） 

※２ 間接視界に関する協定規則（第 46 号）では、ミラーごとの視界範囲が規定されています

が、保安基準では、いずれかのミラーにより定められた視界範囲が確認できれば良いこととしま

す。また、我が国が独自に定めている車両の直前直左基準は、引き続き、規定します。 

○ 歩行者や他の交通との衝突時の衝撃を緩和するため「間接視界に関する協定規

則（第 46 号）」に定める後写鏡の衝撃緩和試験（動的試験）を規定します。 

 

 
○ その他、後写鏡の取付位置、曲率等について「間接視界に関する協定規則（第 46

号）」に定める要件を規定します。 

 

【適用時期】 

新型車：平成 31 年 6 月 18 日 

継続生産車：平成 33 年 6 月 18 日 

 

② カメラモニタリングシステム（CMS） 

後写鏡の動的試験（イメージ） 

視界範囲の一例（大型バス） 
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【適用範囲】 

○  自動車（※１）に備えるカメラモニタリングシステム 

※１ 二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、

小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。 

 

【改正概要】 

○ 保安基準で設置が義務付けられている後写鏡に代えて、「間接視界に関する協定

規則（第 46 号）」に定める画質、取付位置、表示時間（タイミング）、倍率（後

写鏡の曲率に相当）及び個数（クラス毎の分類）の要件（※）に適合するカメラ

モニタリングシステム（CMS）を備えることができることとします。 

※２ 現在、設置が義務付けられている後写鏡と同等の視界が確保されるように要件が定められ 

ている。 

 

 

（５）速度計等に関する改正（保安基準第 46 条、細目告示第 70 条、第 148 条、第 226 条

関係）  

「速度計に係る協定規則（第 39 号）」の改訂に伴い、以下のとおり改正します。 

【適用範囲】 

○ 自動車（カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度 20km/h 未満の自動車及

び被牽引自動車を除く。） 

【改正概要】 

○ 走行距離計は、二輪自動車にあっては５桁以上、四輪自動車にあっては６桁以上

の走行距離を表示することとします。 

【適用時期】 

新型車、継続生産車：平成 29 年 9 月 1 日 

 

（６）自動操舵機能に関する改正（細目告示第 13 条、第 91 条関係） 

自動操舵機能の近年の急速な技術開発の進展等を踏まえ、現在、国連において「かじ

取装置に係る協定規則（第 79 号）」の改正の議論が行われているところ、10km/h 超で

の自動操舵機能の使用に関する規定の適用について、以下のとおり改正します。 

【適用範囲】 

車室内（モニター部） 

カメラモニタリングシステム（イメージ） 

車外（カメラ部） 
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○ 自動操舵機能を有する自動車 

【改正概要】 

○ 自動操舵機能に関する協定規則第 79 号の改正が適用されるまでの間、ドライバ

ーがオーバーライドできることを前提に、10km/h 制限に関する基準の適用を当

分の間猶予するため、道路運送車両の保安基準第 2章及び第 3章の規定の適用関

係の整理のため必要な事項を定める告示（平成 15 年国土交通省告示第 1318 号）

を改正します。 

【適用時期】 

協定規則第 79 号の適用時期以降（以下参照） 

      （上段：新型車、下段：継続生産車）  

自動車の種別 車両総重量 適用時期 

専ら乗用の用に供する自動車（被牽引自動車

を除く。）であって乗車定員 10人未満のもの 

‐ 平成 28 年 7 月 1 日 

平成 30 年 7 月 1 日 

専ら乗用の用に供する自動車（被牽引自動車

を除く。）であって乗車定員 10人以上のもの 

5t 以下 平成 28 年 7 月 1 日 

平成 30 年 7 月 1 日 

5t 超 平成 29 年 7 月 1 日 

平成 31 年 7 月 1 日 

貨物の運送の用に供する自動車（被牽引自動

車を除く。） 

12t 以下 平成 28 年 7 月 1 日 

平成 30 年 7 月 1 日 

12t 超 平成 29 年 7 月 1 日 

平成 31 年 7 月 1 日 

被牽引自動車 ‐ 平成 29 年 7 月 1 日 

平成 31 年 7 月 1 日 

 

（７）その他 

○ その他、既に日本が採用している各協定規則について、項目の整理等に伴う改訂

がなされたこと等を踏まえ、必要な改正を行います。 

 

Ⅱ．装置型式指定規則の改正 

以下の協定規則の採用等に伴い、相互承認の対象となる特定装置を追加等するため、

第２条（特定装置の種類）、第５条（指定を受けたものとみなす特定装置）等の改正を行

うこととします。 

①水素燃料自動車の安全基準に係る協定規則（第 134 号） 

②フルラップ前面衝突時の乗員保護に係る協定規則（第 137 号） 

③オフセット前面衝突時の乗員保護に係る協定規則（第 94 号） 

④歩行者保護に係る協定規則（第 127 号） 

⑤突入防止装置に係る協定規則（第 58 号） 

⑥後写鏡等に係る協定規則（第 46 号） 

⑦速度計に係る協定規則（第 39 号） 

【改正概要】 

○ 第２条（特定装置の種類）関係 

「燃料タンク及び燃料タンク取付装置（圧縮水素ガスを燃料とする自動車に備え
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るものに限る。）」、「フルラップ前面衝突時の感電防止装置及び乗員保護装置」及

び「フルラップ前面衝突時の乗員保護装置」を追加し、「後写鏡等」について対象

車種を追加します。 

○ 第５条（指定を受けたものとみなす特定装置）関係 

・「燃料タンク及び燃料タンク取付装置（圧縮水素ガスを燃料とする自動車に備え

るものに限る。）」は水素燃料自動車の安全基準に係る協定規則（第 134 号））に

基づき認定されたものについて、「フルラップ前面衝突時の感電防止装置及び乗

員保護装置」及び「フルラップ前面衝突時の乗員保護装置」はフルラップ前面衝

突時の乗員保護に係る協定規則(第 137 号）に基づき認定されたものについて、

「後写鏡等」は後写鏡等に係る協定規則（第 46 号）に基づき認定されたものに

ついて、型式指定を受けたものとみなすこととします。 

・「オフセット前面衝突時の感電防止装置及び乗員保護装置」、「オフセット前面衝

突時の乗員保護装置」、「歩行者頭部保護装置及び歩行者脚部保護装置」、「突入防

止装置」、「突入防止装置及び突入防止装置取付装置」及び「速度計」について、

協定規則が改訂されたことに伴い、規則番号について所要の変更を行います。 

○ 第６条（特別な表示）関係 

・第３号様式に定める表示方式について、「燃料タンク及び燃料タンク取付装置

（圧縮水素ガスを燃料とする自動車に備えるものに限る。）」、「フルラップ前面

衝突時の感電防止装置及び乗員保護装置」及び「フルラップ前面衝突時の乗員

保護装置」は a≧８とします。 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．道路運送車両法関係手数料規則の改正 

協定規則の追加等により、保安基準に適合しているかどうかの審査に必要な試験方法

が追加・変更されることに伴い、申請者が納付すべき手数料の算出に必要な当該試験の

手数料について、実費を勘案して 12.5 万円から 64.2 万円の範囲で規定することとしま

す。 

  

３．スケジュール（予定） 

公布：平成 28 年 6 月 17 日 

施行：平成 28 年 6 月 18 日 

Ⅰ．（１）及びⅡ．①に関する改正は 6月 30 日施行予定 

 

※協定規則（原文）につきましては次のとおりです。 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29ap_nov15.html  


